
佐賀県地域医療構想調整会議運営要綱 
 
                     平成２７年５月１３日施行 
                     平成２９年４月 １日最終改正 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規
定に基づき設置する佐賀県地域医療構想調整会議（以下「会議」という。）の
運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（協議事項） 
第２条 会議は、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するた 
 めの方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について 
協議を行う。 
 
（構成） 
第３条 会議は、別紙に掲げる者（以下「構成員」という。）で構成する。 
２ 会議に議長及び副議長を置く。 
３ 議長は、構成員の互選により定め、副議長は議長が指名する。 
４ 議長は、会議を代表し、会務を総理する。 
５ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を行う。 
６ 会議に、法第３０条の４第７項に規定する構想区域ごとに、分科会を設置 
する。 
７ 分科会の構成は、会議において別に定める。 
 
（運営） 
第４条 会議は、議長が招集する。 
２ 会議は原則公開とし、患者情報や医療機関の経営に関する情報等を扱う場 
合には、非公開とする。 

 
（事務局） 
第５条 会議の庶務は、健康福祉部医務課において処理する。 
 
（補則） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長 
が会議に諮って別に定める。 

 
附則 この要綱は、平成２７年５月１３日から施行する。 
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